
 1

平成１７年７月１５日 

東京地方裁判所民事部御中 

原告 安井幸一 

 

陳述書（２） 
 

はじめに 

２０年間に亘る事件ゆえに、膨大な記憶、証拠、行政への要望、意見具申、新聞記事等

の整理など１度には表現、説明できない事柄ですので、思い出したこと、裏づけ、証拠が

出たとき、意見などが発想したなどの状況において、その都度、私だけの判断による陳述

書として提出させていただきたいと思います。代理人弁護士には指導は受けず私自身の意

のままを記述したため、方式、法則に反するものも多々あると思いますが、その点を含み

置きくだされご容赦いただき、切実な訴えをご理解いただければ幸甚です。 

 

当時（昭和２８～６１年）は、１乗務５０人以上の乗客を運び、３０人前後の客が喫煙

する状態、一人が２～３本喫煙することも多く、一日の乗務で４０～６０本の副流煙を５

０センチ内の至近距離で吸入させられていました。 

私は１５歳で結核の疑いで愛媛県松山市横河原の国立愛媛療養所に一年余入院していま

した。同室の患者が隠れてタバコを吸っていましたが誘われるまま、くれたタバコを口に

だけ含んで煙を吐き出す吸い方で付き合っていましたが、まもなくその患者は喀血で死亡

しました。 

看護婦がその患者と喫煙していたことを医者に告げていたと見られ、呼び出され「あの

人はタバコさえ吸わなかったら死ななかった。君も死にたくなかったらタバコは吸っては

ならない。人間にはきれいな空気が大切なのだ」と懇々と言い聞かされた医者の言葉で、

以後、喫煙のまねごともしたことはありません。病室では真冬でも暖房はありませんでし

たが常に窓は少し開けられていました。換気の重要性を感じ取りました。 

その後タバコの害についての記事や論文をむさぼるように読む習慣が出来ました。この

時点で（昭和２５年、１９４８年）喫煙するとその煙りで一酸化炭素が多量発生し身体に

悪いこと、狭いところ、換気しないでのタバコの煙は一酸化炭素中毒となり死に至る危険

性があるとの認識を持つようになりました。しかし、タバコの煙には４０００種類の化学

物質、２００種類の発ガン物質、ダイオキシン、虚血性心臓病の原因となる物質が多量含

まれていることなどはまったく知りませんでした。 

このようなとき２０歳（昭和２８年・１９５３年）でタクシー運転手となり（大和自動

車）、会社から乗務ごとにマッチを１０個渡され、客がタバコを取り出したら気持ちよく吸

っていただくために渡すよう言い聞かされましたが抵抗は感じませんでした。しかし、換

気は大切との信念から常に窓は少し開けていましたが「寒いから窓を閉めてくれ」と言っ
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て喫煙を始める客が多く、一酸化炭素の充満による健康への影響を懸念していましたが、

俺は若いし健康には自信があるから、自分が喫煙しなければ大丈夫だと言い聞かせていま

した。 

受動喫煙の危険を認識 

 昭和４０年頃でしたが東京タイムズ新聞（現在は消滅）の記事に、ＷＨＯの実験で、非

喫煙運転者を乗用車にタバコの煙のある状況にして、２時間運転させたら危険な状態とな

ったとの報告を読み、自分はタバコの煙の中で２０時間以上運転するのだから、安全運転

のためにも煙を避けなければとの意識を強く持ちました。 

 運転手となり１５年を過ぎた頃から、乗客に喫煙されると喉や目に強く異常を感じるよ

うになってきました（特に冷房機を使用するようになってから、まぶたが脹れ痛む）。その

ためタバコに関する記事や文献をむさぼるように読む習慣が付きました。１９７０年代に

間接喫煙に関する（受動喫煙）科学的な研究の発表記事をたびたび読み、その害の種類に

驚き、タクシー車内は最も狭い空間で５０センチ以内の至近距離で煙を吸わなければなら

ないことに恐怖感を持ちました。現在は健康でも、この状態を２、３０年続けていたら、

将来は心臓病、肺ガン、喉頭がん、椎間板ヘルニヤ、動脈硬化等の慢性病に罹患するとの

思いで転職も検討しましたが個人タクシー制度が発足し、個人事業者になる夢を持ち、そ

れへの計画も持っていたため踏みとどまり、タクシー運転手を生涯の職場としました。個

人事業者となれば禁煙車として営業できるだろうとの考えでした。 

 １９７５年念願の個人タクシー事業者となることが出来ました。事業者のモラルとして

非喫煙乗客への配慮を考えていました。１０分以内の場合はすぐに次の客に利用される確

率が高いためと、この程度の時間なら窓を開けるなり、我慢できる範囲との判断から、喫

煙乗客にお願いしていました。 

 

近代化センターに呼び出され「接客態度違反」の処分を受ける 

１９８６年（昭和６１年）２月、基本料金程度の時間なので喫煙されるなら窓を開けて

下さいとお願いしたことにトラブルとなり、法律でタバコは吸えることになっていて禁煙

タクシーは禁じられているとしてとして「接客態度違反」とされたことは前回の陳述書に

詳しく述べたところです。 

 １９７５年（昭和５０年）前後、ＷＨＯや国立癌研究所などの受動喫煙での発ガン、心

臓病へのリスクなどが警告され、１９８０年刊行の国立公衆衛生院、浅野牧茂医学博士著

「最後の禁煙宣言」を熟読するに至り、さらに、１９８２年発行の月刊誌「モア」での受

動喫煙に関する特集記事を読んで、驚きのあまり、私自身と乗務員の健康維持を目指し、

タクシー禁煙化は必須の課題との信念から行政、近センなどに電話でそれとなく意見具申

していました。近センでの事情聴取の折りにも指導係宇都宮氏に前記の２冊（証拠として

提出）を持参し記事を広げて健康への影響を訴えましたが、一瞥したのみで「我々は運転

手の健康がどうだ、こうだなど聞きたくない。お客さんはタバコの好きな運転手に乗れば
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気分を害さなかった。タバコ嫌いな運転手は迷惑だ」との言葉でした。 

 

この時点での上記以外による受動喫煙に関する知識 

上記以外でのたばこの害に対する記事での認識を書かせていただきます（「嫌煙権を考え

る」伊佐山芳郎著１９８３年発行より）。 

室内の空気汚染とたばこ 

たばこを吸うと部屋の空気がどんなふうに汚れていくか、その結果たばこを吸わない人

の身体にどんな変化が起こったか、『暮らしの手帳』７９号（１９８２年夏）国立公衆衛生

院との共同研究の結果をまとめている。 

まず実験は、４畳半の部屋を設定し、３道りのたばこの吸い方をした。一つは、日常生

活で普通に起こるケース、すなわち部屋の中に２人いて、そのうちの一人が１時間に４本

のたばこを吸った場合。次は部屋の中に４人いて、そのうち２人が１時間に３本ずつ計６

本のたばこを吸った場合。最後はヘビースモーキングのケース。すなわち部屋に４人いて、

そのうち３人が１時間に３本ずつ計６本吸った場合。 

この３つのケースで、それぞれ部屋の空気がどのように汚れていくか、浮遊粉じん量・

一酸化炭素・窒素酸化物について調べた。浮遊粉じんには、ニコチンや発がん物質である

ベンツピレンなどの有害物質がいっぱい含まれている。法定基準は浮遊粉じん量について

は、空気１立方メートルにつき、０・１５ミリグラム以下、一酸化炭素は１０ｐｐｍ以下

でなければならない。 

たばこによる体内の変化 

①、実験では指先に光をあて、光の透過量から血液の流れの量を見る方法をとって調べた

ところ、たばこ１本分の煙が室内に漂っただけで、たばこを吸わない被験者の抹消血

管の血液の流れが２０パーセントも減った。たばこを吸う人は、もちろんそれ以上減

っている。 

②、そして血圧。私たちが静かに座っている場合は、血圧が下がるのが普通なのに、たば

この煙で汚れた室内にいると逆に血圧が少しずつ上がっていくことがわかった。心臓

の動機も早くなることが調べられた。このように自分はたばこを吸わなくても、吸っ

た人と一緒にいると、自覚症状のあるなしにかかわらず、身体の内部では急性のいろ

いろな変化が起こることがわかった。これはたばこの煙のなかのニコチンやタールな

どのたくさんの有害成分や一酸化炭素の影響によることは明らかである。 

最新の生化学的調査 

１９８２年１０月１１日付東京タイムズおよび同月２５日付毎日新聞によると、春日

斉・東海大医学部教授と、環境汚染の研究をしている西村肇・東京大学工学部教授らが、

たばこを吸わない人の受ける被害を、生化学的に明らかにした。 

たばこの煙の中に含まれる二酸化窒素、アルデヒド、アクロレインなどの有害物質は、

コラーゲンやエラスチンなどの肺の構造タンパク質を分解する。 
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運輸行政の責任 

「タクシーは一個の契約により車両を貸し切って旅客を運送する事業であり、他の乗客と

の乗り合わせることがないため利用者利便の確保の観点から規制することは困難である」

（総務省の国土交通省

への問い合わせの回

答）右に抜粋挿入。 

 

 

  

運輸行政においては

常に運転手が乗り合わ

せていることは意に介

していない。すなわち、

運転手は機械との認識

です。受動喫煙は運転

手には関係ないと断言

しているも同然。もし、

人間と考えるならば、

至近距離で受動喫煙を

２０～３０年の長期わ

たり強制される環境を

重要視し、事業者に対

し乗務員の受動喫煙防

止のため、たばこの煙

の毒性が眼、神経など

に急性症状を誘発し、

安全性を損なう事実は

歴然としていることか

らも、安全運行を重要

視させなければならな

い監督義務からも、禁

煙タクシーを義務付け

なければならないこと

ではないでしょうか。利用者利便（喫煙者の利便）の観点からも規制できないとすること

は、喫煙が接客サービスとの行政指導を続けてきた証拠であります。乗務員の至近距離で
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喫煙を容認する文言は、非喫煙乗客の不快、安全を担う運転手が毒性の煙により目をはじ

めとする急性症状により、集中力をそぎ安全運転を危険にさらす行為ゆえに、および、健

康被害が予想される事柄だけに行政が最も厳しく規制する作為義務があると思えます。 

「関係事業者に対し、受動喫煙の防止及び利用者利便の向上について、啓蒙を図る」とし

ているが、喫煙は事業者の事業活動であるから経営者の判断とし、当局はこの施策を継続

しています。事業活動ならば乗務員の健康、運行安全性、非喫煙乗客の不快を無視しても

よいとの指示となり、企業は、あくまで利益のために喫煙奨励策を取るのは自明です。 

（下に運輸当局に送付した意見書の１ページを挿入します） 
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 又、喫煙を接客サービスとし喫煙者とのトラブルを「接客態度違反」として処分してき

た。喫煙者の通報で呼び出されること自体が、精神的不安、時間的損失など苦痛に満ちた

処分となります。喫煙を接客サービスと認識させ、禁煙要求は「接客不良」との施策は、

福知山腺事故の運転手がオーバーランしたことでのプレッシャーに匹敵し、安全運行を危

険にさらします。（運送約款に車内は禁煙としますとの項目を入れればすべて解決） 

物理的にも急性的に眼への刺激、涙、瞬き、喉の痛み、頭痛、眼前への煙の襲来で呼吸

を停止、無意識に瞬間的に眼を閉じる状態はしばしばです。これらの状態は私が問題提起

した昭和６１年前後で月間平均５件の喫煙によるトラブル通報が続いていた。生命にかか

わる事柄を放置し「接客不良」なる圧力を継続、乗務員、非喫煙乗客の指摘を無視、車内

喫煙禁止の規制を怠った運輸行政の安全性軽視、不作為が成立するものと私は思います。 

 

福知山線の事故の教訓 

交通心理として、プレッシャーは心のゆとり、集中力の低下、焦りなど運転手の心理に

複雑に影響を与える。福知山線の運転手はオーバーランしたことでプレッシャーが発生、

あせりのためスピードの超過に気づかず事故となった。この状況はタクシーには日常茶飯

的に発生している。喫煙乗客とのトラブルは「接客不良」とし、喫煙を断れないとの意識

が運転手にプレッシャーを与える。受動喫煙はいずれ自身の健康を害するとの認識ある者

は、ライターの音に怯え、灰皿を開ける様子に、いかにして煙を避けるかとの思案から、

無意識的に前方不注意を招く。または、いかにして怒らせずに喫煙を断るかにプレッシャ

ーがかかり、無意識に脳の働きが、どうすればトラブルにならずに喫煙を止めさせ、煙を

避けるかの思案に集中し、安全運転への注意力が大幅にそがれ、気がつけばスピードオー

バー、前方不注意となっていることもあります。 

そのため、横断中（横断歩道外）の女性の発見が遅れ、寸前で急停車、その女性はびっ

くりして、しばらく座り込んでしまった。２０歳ぐらいの方で恥ずかしかったのか走って

立ち去った。座り込んだところにはショックで失禁した後があった。これは私の自白です。

これらの状況は度々です。現実に事故となったこともあります（物件）。 

 

これらの経験から、安全運行を阻害することを申し上げ、安全性確保の重要性からも、

タクシーの禁煙化を具申して２０年である。しかしながら、タクシーでの事故はせいぜい

１人か２人の犠牲くらいの意識からなのか、なんの行政対応もないままです。運輸行政に

おいて責任重大な使命を帯びる運転手が、ゆとりを持って安全運行に集中できる環境を義

務付ける作為義務があると思いますが、未だに喫煙利用者の利便性向上とか、喫煙奨励は

事業活動の範囲であるから事業者の経営判断でよいとして禁煙化に消極的発言をし、喫煙

を容認させるための「接客不良」なる圧力を堅持しています。（禁煙運動ばかりで、喫煙運

動は一つも無いではないか。運輸省旅客課、鎌倉氏） 
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狭いタクシー車内での喫煙行為の状況 

狭い車内での乗客の喫煙による煙は発がん物質、血管細胞萎縮、一酸化炭素により頭が

ボートなる現象、及び心臓に負担をかけることとなります。瞬間的に眼を閉じる現象は安

全運行阻害（生命の危機）を与える有害物質を製造するものであり、これらは毒ガスとも

言える。この毒

ガスに近い煙

の中に閉じ込

め運転作業を

強いることは、

喫煙者に不快

を与えれば「接

客不良」なる脅

迫を持って喫

煙者の利便に

尽くす営業行

為を容認して

いる行政は、有

毒ガスを避け

るため車外へ

逃げて運転で

きない状況を

知りながら、こ

れを認めるの

は、監禁して強

制労働をさせ

ていることで

労働安全衛生

法に反してい

ることを行政

が許容してい

る構図ではな

いでしょうか。 

 

憲法には健康

権の条項があ

る 
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 WHO も受動喫煙に安全基準はないと警告し

ている。受動喫煙は、例え我慢の限度であって

も健康被害は受けるのである。急性の場合は気

づくが慢性疾患は１０年～３０年後に現れ、当

座は自覚症状や変化のないものです。すなわち、

受動喫煙において受忍限度は成り立たない。（私

は、受動喫煙習慣を３０年間強制され続けた）。 

「タクシーではお客様が常識であって、窓を

開けて吸うのが常識とは個人（運転手）さんの

常識でしかない。寒いのに窓を開けて吸ってく

れといえば、嫌がらせで客は気分を害する。た

ばこ好きな運転手の車に乗っていれば、この客

は気分を壊さなかった。たばこ嫌いな運転手は

迷惑だ」（近セン、指導係り宇都宮氏）。 

 憲法で健康を守る権利は保障されているはず

である。乗客の気分を壊したら「接客態度違反」

であるとして乗客の喫煙を容認させる指導は、

健康権を犯す行政姿勢ではないでしょうか。た

ばこ煙は、自分の生命を危険にさらす重大な被

害をもたらす。５０センチもない至近距離で毒

ガスにも近い煙を避けるために窓を開けさすのは、正当防衛的手段であります。これを「接

客態度違反」とし、健康権を行使する運転者の人権を否定している。受動喫煙の被害は長

年の（１０～３０年もの）潜伏期間を経て現れることは、アスベストと類似しています。 

 受動喫煙が及ぼす健康被害はすべてが解明されてはいません。まだまだ多くの未解明の

被害が科学の進歩で、これから現

れてくると予想されています（喫

煙と健康）。「たばこの煙が受精卵

の成長に何らかの害を及ぼすの

は明らか」と最新の情報が出現し

ています（上に挿入）。タクシー

乗務員には女性も多いのです。 

たばこの煙（受動喫煙）には、

まだまだ、未解明の有害性が潜ん

でいると予想され、これらすべて

が解明されるには１００年かか

るかもしれません。 
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自分の健康は自分の判断で守る。行政は喫煙者の利便のため乗務員に憲法上の自分の健

康を守る権利を放棄させる（禁止させる）も同然な「接客態度違反」を堅持し、喫煙客の

利便を重要視、非喫煙乗客の不快、健康被害、利便性を無視させる差別をしてきたのです。 

健康を守るために、１～２本の喫煙で、喫煙室の法定基準値の３０倍の粉塵濃度となり、

５０センチの至近距離で猛毒ともいえる副流煙の受動喫煙を避けようとする行為を「接客

態度違反」とする

運輸行政、「駅の

ホームで喫煙で

きない。私鉄では

全駅禁煙で、歩道

上で喫煙すると

罰金を科すなど

の処置がなされ

ています。喫煙す

るお客様からは、

唯一タバコが吸

えるところがタ

クシーであると

ご指摘を受ける

のも事実であり

ます」などの言い

訳で、喫煙者の歓

心を買う事業活

動で収入増大を

計る経営を支援

し、喫煙は断れな

いとして、多くの

運転者に精神的

苦痛、健康被害を

与えています。 

喫煙場所がな

くなり、タクシー

でなら、たばこが

吸えるとなれば、

営業収入が見込

まれると事業者
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は判断します。しかし、乗務員への受動喫煙へ

の配慮は、一部の事業者を除いて、全く考えて

いません。このような結果は、運輸当局の「喫

煙を容認するのは事業者の判断でよい」との指

示によります。密室でのたばこの煙には２００

種類の有害物質が含まれていることは科学的

に確定していることを考えれば、健康被害の因

果関係が確定するまで先送りするとなれば、将

来、何万人もの乗務員が生命の危険、犠牲とな

らざるを得ません。先見性を発揮すべき監督官

庁の怠慢と責任を追及すべき訴訟であり、裁判

所で以上の事柄の重大性、その良否を公正に判

断願えるものと信じています。 

 

１９８６年（昭和６１年３月３日） 

「タクシーはタバコ臭いとの苦情を受けるこ

とが多い。たばこを吸わないお客様への配慮が

必要である。そのためにも窓を開ける必要があ

る」と指導係りに意見具申したところ「臭いが

なくなるまで営業しなければよい」との聞く耳を持たない様子。２０年経過したが、非喫

煙利用者の苦情は絶えない。（下に新聞での苦情の１部を挿入ｍｍ） 

非喫煙者のために禁煙タクシーを増やすよう指導すべきだとの意見具申に「タクシーは

公共ではないから

指導できない。たば

こが嫌なら乗り換

えればよい。雇われ

運転手が禁煙を求

めれば違反だ」（運

輸省旅客課・鎌倉氏。

平成８年１２月２

６日。翌年１月７日

再度確認を取った。

前回の陳述書で平

成９年、１０年は間

違いで訂正します）

と明言しました。 
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「喫煙を断れば違反だ」の施策は私が乗

務員になった昭和２８年から今も続いて

います（現在は私が導入させた禁煙タク

シー以外は喫煙車）。 

前頁挿入の佐々木かおり氏のような

論文、投書は多数掲載されている。社団

個人タクシー協会専務理事三弊才次氏

（運輸省天下り・前回陳述書の三瓶氏は

誤りで訂正します）の強力な禁煙タクシ

ー批判に、各組合（協同組合役員が社団

の役員である）は行政方針と受け取り、

禁煙車導入を拒否する措置を取ってきた

（禁煙タクシー事業者の除名画策、禁煙

車の無線営業禁止など）。 

監督官庁、運輸省旅客課のあまりな喫

煙志向に、乗客喫煙の重大性をわきがや

化粧した女に例え

「たばこ嫌なら乗

り換えればよい」と

突っぱねる行政思

想を放置していた

ら、快適なタクシー

利用を望まれる方

も、５０センチの至

近距離での副流煙

を強制的に吸わさ

れる乗務員の生命

は、これから将来的

に何十万人の健康

被害と精神的苦痛

を思うと、自分だけ

が禁煙車で快適な

職場環境に甘んじ

ていることに後ろ

めたさを感じ、禁煙

タクシー１号者が
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捨て身の行動を起こさね

ばとの責任、３０年以上

の過酷な受動喫煙を強制

され、全治不可能な虚血

性心臓病に罹患した悲劇

的な被害を無駄にせず、

一刻も早く、多くの乗務

員の健康のために快適職

場としてのタクシー禁煙

化を求め、行政との対決

を意識して投書など資料

を添え、何度も運輸当局

に乗務員の健康、安全運

行に禁煙車の促進指導を

との意見書を添えて送付

しましたが何の答弁、回答も

ありませんでした。 

乗客の喫煙で事故を起し

た生々しい状況の手紙も貰

いました。挿入の記事（励ま

しの手紙３０通）にこめられ

た運転手の苦痛を裁判官に

察していただけたら、私の主

張を理解していただけるか

と希望を持っています。 

業界が禁煙タクシー導入

禁止の申し合わせ。行政の後

押し支援の証拠 

業界団体 東京旅客自動

車協会は会長の指示で禁煙

タクシー導入を拒否してい

た。この会長は社団全国タク

シー協会の会長でもあり、そ

の指示は行政方針と受け取

られる。 

禁煙タクシー認可に際し、
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会長は「タクシーで禁煙はなじまない。法人業界は空気清浄機を取り入れ、禁煙タクシー

に対応する」との方針を掲げたのです。すなわち業界ぐるみで喫煙が接客サービスだとし、

禁煙車を導入しないことを明言したのです。（禁煙タクシー導入禁止の申し合わせ） 

 

この方針に対し、当局は、いち早く、これを支援するかのように全車両に空気清浄機（有

害物質は除去されない。喫煙奨励と顧客に認識される）の設置義務を指導したのです。こ

の指導は、運輸当局が禁煙タクシーに消極的で、タクシーは接客サービスとして喫煙を認

めろとの意であると解釈する事業者が輩出したのは当然の理であります。 

東京乗用旅客自動車協会新倉尚文会長の禁煙車導入に関わる通知 

「タクシーでは不特定多数の利用者を何方でも輸送するのが、事業の義務であります。

乗客の中には貴方様と同様禁煙車を望まれる方がいらっしゃる反面、喫煙される方も多い

のが現状であります。タクシーは次々と不特定多数の利用者が交互に利用する輸送形態で

あり、特定の旅客に対し不当な差別的扱いをしてはならないという趣旨が御座います」（日

本交通の回答より）。 

業界が特定の旅客に対し不当な差別をしてはならないとの理由で禁煙車を拒否する申し

合わせをしている。喫煙者を乗せないというのではなく、乗車中は禁煙していただくこと

で乗車を拒否するものではない。喫煙を控えていただくことが不当な差別となるとするな

らば、現在７割に達する（昭和６３年・１９８８年、毎日新聞の全国世論調査では６割が

禁煙タクシーを利用したい）ニーズへの対応が特定の旅客に対し不当な差別的扱いとなる
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と断定している。ならば、たばこの悪臭、有害性のない快適な空間で利用したい旅客を不

当に差別していることは、喫煙者に気分よくたばこを吸っていただくのが公共性の高いタ

クシーの使命である。７割の禁煙タクシーニーズは拒否せよとの通知であります。 

運輸当局に対し、この申し合わせは、禁煙車を利用したい旅客を不当に差別することで

あるから指導をと何度も意見具申してきました。 

運輸行政は、なんら対応を示さないばかりか、喫煙を奨励する空気清浄機（有害物質は

除去できず、喫煙奨励策となり、乗務員、利用者の健康を害する）の設置義務を負わした。

このことは、特定の旅客（喫煙者）に対し不当な差別をしてはならないと命じ禁煙車導入

を牽制したも同然ではないでしょうか。 

最も狭い公共空間においての乗客の喫煙は、

喫煙室の基準値の２０～３０倍の粉じん濃度

となる（東大大学院医学系研究員中田ゆり氏調

査・最終ページに資料添付）劣悪な車内環境と

なり、乗務員の健康被害、安全運行阻害はもと

より、他の乗客への不快と健康被害を与えるも

のです。運輸行政は、いち早く業界団体を指導

するか、タクシー禁煙化の作為義務があり、責

任が問われるもので、健康被害、精神的苦痛を

与えた運転者、非喫煙乗客に対し、誠意ある賠

償責任が必要と思います。 

個人の協同組合が禁煙タクシーを差別して

きたことは、右の挿入記事でも明らかです 

社団個人タクシー協会は行政の指導の及ぶ

協会です。行政の高官から天下った専務理事三

弊才次氏の「禁煙タクシー申請者には営業免許

を取り消せ」などの強烈な批判に各協同組合は

（協同組合の役員が社団個人タクシー協会の

役員となっている）禁煙タクシー事業者を差別、

妨害の指示、新たに申請の意志を示した事業者

に思いとどませる説得、禁煙車にしたら譲渡で
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きなくなる（廃業する場合、組合を通じて

譲渡すれば多額の廃業資金が受け取れる）

などと脅し、禁煙タクシー申請を妨害して

きた。また、無線車には禁煙車の禁止措値

を取ってきた。（健康増進法施行でこの禁止

措置は解除しているが差別は残っていると

の話を聞く） 

運輸行政が禁煙タクシー普及に積極姿勢

による行政指導をしていたなら、このよう

な妨害はなく速やかに普及し、快適と健康

的な利用者利便性向上の功績を賞賛される

ことは想像に難くないと思われます。 

禁煙タクシー事業者を除名など差別をし

てはならないと指摘したのは、運輸行政で

はなく公取委であったのです。 

 

行政の空気清浄機の設置義務の指導は、

企業側が禁煙タクシー普及を拒んでいるの

は、行政が喫煙志向で、万一、喫煙者に訴

えられたら、行政処分の危険があると解釈するのは

当然で、禁煙車導入を拒否してきたのです。そんな

企業も、国土交通省が「タクシーは禁煙にすべき」

との法整備を望んでいるのです。 

健康起因事故の運転者の病名は、ほとんどが、た

ばこが影響する疾患です。脳、心臓などは、至近距

離での高濃度の受動喫煙の習慣がコレステロール

を増やし、動脈硬化を促進させることは科学的に証

明されている事実で、非喫煙者の方が喫煙者より多

く健康被害を受けることを考えれば、車両の安全性

以上に乗務員の健康リスクを防止するための対策、

タクシーの禁煙化を行政指導する重要事項を怠り、

「接客不良」をもって喫煙を認めさせたことは、作

為義務を放棄していると考えざるを得ません。 
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上の挿入記事は、共同通信の取材記事を英文で英字新

聞３社に配信、掲載されたものを取材記者本人が訳し送

付してくれたものの一部分です。 

運輸省タクシー担当官の高橋芳則氏は「我々は禁煙タ

クシーを普及する立場にはありません」と明言している。

すなわち、「接客不良」なる圧力を残し、乗務員の健康被

害、安全運行阻害、及び７割の非喫煙乗客のニーズには

関心がないことを断言しています。 

 

乗客の吸うたばこの煙で、若い人でも将来は心臓病に

関係する動脈の障害が現れる（右の挿入記事）。タクシー

車内は１本の喫煙で基準値の２０倍以上の粉塵濃度とな

る。私は２０歳から５６歳までは一乗務３０～４０本の

受動喫煙を強要されてきた。一般の何倍もの受動喫煙で

の危険にさらされ、精神的苦痛とともに、虚血性心臓病

に冒されているのです。心臓病は一生治らない病気と宣

告されています。この無

念さは、賠償責任ととも

にタクシー禁煙化を実現、

後輩乗務員たちが受動喫

煙による生命の危険をさ

ける快適職場の義務化が

実行されない限り、憤怒

は治まりません。 
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アスベストとタバコ煙

には発がん物質、有害性が

あることは約４０年前の同

時期に指摘されたと記憶し

ます。 

この有害による発症は１

０～４０年後といわれる。 

たばこ煙の暴露も肺がん、

心臓病などの発症は１０～

３０年後とされ、アスベス

トと酷似しています。 

 

又、アスベストに関わっ

たすべての人が被害を受け

たものではなく、何万人に

一人の割合の死亡者であろ

う。だからといって、事業

者の判断として放置してい

てよいものであろうか。                    

（港区） 

たばこ煙に暴露（受動喫煙）した者が、この発がん、有害物質で皆が発症するものでは

ない。個人差というものは一律

に決めることはできない。被害

を受けない者も多いから、タク

シーの喫煙奨励は事業者の経済

活動とし、受動喫煙を避けるた

めの禁煙要求を「雇われ運転手

が禁煙を求めれば違反」（運輸

省・鎌倉氏）として「接客不良」

をもって、事業者の方針に従え

とする、たばこ煙暴露（受動喫

煙）を義務付けている行政姿勢

に公正な司法の判断を仰ぎたい

との願いでおります。 

以後は、陳述書（３）にて述

べさせていただきます。 


